
能美市中小企業設備投資促進助成金交付要綱

平成１７年２月１日

告示第８２号

(目的)

第１条 この告示は、市内中小企業の設備投資に係る費用の一部を補助することに

より、市内中小企業の設備投資意欲の向上と経営基盤の強化を図ることを目的と

する。

(助成金の交付対象者)

第２条 能美市中小企業設備投資促進助成金(以下「助成金」という。)は、次に掲

げる者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(１) 一般社団法人石川県鉄工機電協会(以下「鉄工機電協会」という。)の延払

による機械設備貸与制度又は公益財団法人石川県産業創出支援機構(以下「産

業創出支援機構」という。)の中小企業設備導入支援設備貸与制度の設備貸与

を受ける者で、次のいずれにも該当するもの及び市長が特に必要と認めるもの

(以下「制度利用事業者」という。)

ア 市内において、１年以上継続して事業を営んでいる者で、かつ、市内の事

業所に当該貸与に係る設備を設置したもの

イ 能美市納税等に係る公平性の確保に関する条例(平成２２年能美市条例第

２９号)第２条第２項各号に掲げる市税等を完納している者

(２) 前号に掲げる者に対し、設備の貸与を行った鉄工機電協会

(助成金の交付対象経費)

第３条 助成金の交付対象経費は、制度利用事業者に対する助成にあっては、鉄工

機電協会又は産業創出支援機構の設備貸与に係る貸与料及び割賦損料(以下「割

賦損料等」という。)とし、鉄工機電協会に対する助成にあっては、当該貸与に

係る経費とする。ただし、当該貸与に係る延滞利息及び繰上償還に係る割賦損料

等は、対象としない。

(助成金の額等)

第４条 助成金の額は、別表に定める額とし、その額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。

２ 助成金は、申請により毎年度１回交付するものとする。



(助成金の申請及び実績報告)

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、当該年度末までに能美市中小企業設

備投資促進助成金交付申請及び実績報告書(様式第１号。以下「申請書」という。)

を市長に提出しなければならない。これを過ぎた場合は、助成金の交付を受ける

ことができない。

２ 制度利用事業者は、申請書に設備貸与を受けた団体の発行する当該年度の割賦

損料等の支払証明書を添付するものとする。

３ 制度利用事業者が次年度以降の申請を行う場合は、新たに当該貸与に係る設備

の記載された固定資産課税台帳(償却資産)の写しを添付するものとする。

(助成金の交付決定)

第６条 前条の規定により、助成金の交付申請及び実績報告があった場合は、市長

は、内容を審査し、適当と認められたときは、助成金額を決定し、能美市中小企

業設備投資促進助成金交付決定及び額の確定通知書(様式第２号)を申請者に通

知する。

(助成金の請求)

第７条 前条の交付決定及び額の確定を受けた者(以下「請求者」という。)は、市

長の指定する期限までに、能美市中小企業設備投資促進助成金請求書(様式第３

号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第８条 助成金の支払は、前条の請求により１年度分に相当する額を一括して支払

うものとする。

２ 請求を受けた助成金に係る期間中において、請求者が第２条に規定する交付対

象者でなくなったときは、当該年度及び次年度以降の助成金は、交付しないもの

とする。

(助成金の返還)

第９条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合

には、交付の決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるこ

とができる。

(１) 偽りその他不正な手段により、助成金を受けたとき。

(２) この告示に違反したと認められるとき。

附 則



(施行期日)

１ この告示は、平成１７年２月１日から施行する。

(経過措置)

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の寺井町中小企業設備投資促進助成

金交付要綱(平成１２年５月１日。以下「合併前の告示」という。)の規定により

なされた手続その他の行為は、この告示によりなされたものとみなす。

３ この告示の規定にかかわらず、平成１７年３月３１日までに決定を受けたもの

に係る助成金の支払については、なお合併前の告示の例による。

附 則(平成１８年５月２３日改正 告示第５２号)

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(平成１９年７月１２日改正 告示第８２号)

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(平成２３年４月１日告示第６６号)

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(平成２９年６月１日告示第１００号)

(施行期日)

１ この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

２ この告示の施行の日前にこの告示による改正後の能美市中小企業設備投資促進

助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定によりなされた手続、そ

の他の行為は、改正後の要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和３年３月３１日告示第９１号)

(施行期日)

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。

(経過措置)

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様

式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によ

るものとみなす。



３ この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。

附 則(令和３年１１月１日告示第１７６号)

(施行期日)

１ この告示は令和３年１１月１日から施行する。

(経過措置)

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されてい

る書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

３ この告示の規定にかかわらず、令和３年１０月３０日までに設備貸与を受けた

ものに係る助成金の交付については、なお従前の例による。



別表(第３条関係)

対象者

一般社団法人石川県鉄

工機電協会の延払いに

よる機械設備貸与制度

を利用した者

公益財団法人石川県産

業創出支援機構の中小

企業設備導入支援設備

貸与制度を利用した者

一般社団法人石川県鉄

工機電協会

助成金

額

次の式により算定す

る。

当該年度割賦損料等支

払額×

０．５％÷割賦損料等

利率

次の式により算定す

る。

当該年度割賦損料等支

払額× １．５％÷

割賦損料等利率

次の式により算定す

る。

当該年度に係る貸与先

企業の割賦損料等×

０．５％÷割賦損料等

利率

助成金

限度額

１企業につき３０万円

/年度

１企業につき６０万円

/年度

１企業につき３０万円

/年度

助成期

間

設備の貸与を受けた日

から７年間

設備の貸与を受けた日

から３年間

当該設備の貸与を行っ

た日から７年間


